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特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限

合意

・近接目視による５年に１回
の頻度での跨線道路橋点検
が義務化

発 注 者

大日コンサルタント日本交通技術 ジェイアール東海コンサルタンツ
（ＪＲ東海の完全子会社）

トーニチ
コンサルタント 丸栄調査設計

対 象 役 務
特定跨線橋点検等業務

違反行為者６社

特定地方公共団体等

点検が円滑に進むように
協力を要請

特定地方公共団体等

点検業者５社 ＪＲ東海は、点検業務が受注されな
い事態が生じないよう協力を求めた。

ＪＲ東海は、点検業務を行う事業者
をＪＲ東海が設定した条件を満たす
５社の中から選ぶよう求めていた。

ＪＲ
東海

国土交通省

①５社の中から受注予定者を決定する ②受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する

実施状況 ５社は、特定跨線橋点検等業務のほとんど全てを受注していた。

ＪＲ東海の東海鉄道事業本部（静岡支社管内を除く。）が管理する線路
を跨いで架けられた橋の点検業務及び当該業務と併せて発注される業務

ＪＲ東海
N D MTJ
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地方公共団体等が発注する東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点検業務における入札等の参加業者らに対する
排除措置命令及び課徴金納付命令について（概要）

特定地方公共団体等

【受注予定者】
自ら定めた入札価格等を提示

② 自社のイニシャルを
点検リストに記載する
などして自社の受注希
望をＪＲ東海に伝える。

① 点検が予定されている
跨線橋等が記載された
点検リストを提供する。

③ 希望を取りまとめ、
反映した点検リストを
５社に提供する。

点検リスト（イメージ） 点検業者５社
N J

MTD

などにより受注予定者を決定

競争入札等
跨線橋名称 点検

コンサル
1 ○○跨線橋 Ｎ
2 ××橋 Ｊ
3 △△高架橋 Ｄ
4 □□道路橋 Ｔ
5 ☆☆跨線橋 Ｍ… …
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（愛知県・名古屋市等）

・特定地方公共団体等は特定
跨線橋点検等業務を発注

【受注予定者以外】
入札等に不参加、辞退又は受注

予定者の入札価格等を上回る入札
価格等を提示し受注予定者に協力

ＪＲ
東海

実施方法

遅くとも令和３年２月１９日以降、

６社は、

５社の全部又は一
部の者が、全ての
特定跨線橋点検等
業務の競争入札等
に参加していた。
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